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こうとう区報でご案内しているイベント等は、新型コロナウイルス感染症の影響により中止または変更される場合があります。イベント等へ参加される際は、マスク

の着用、検温等にご協力ください。また、体調の優れない方は参加をお控えください。詳細はホームページをご確認いただくか主催者へ直接お問い合わせください。
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※1 令和3年4／1〜令和4年2／28に生まれた
児童も対象になります。

※2 非課税相当の収入(所得)については右
記の｢非課税所得限度額表｣をご確認く
ださい。

※3 職場で児童手当を受給している公務員
の方は、申請が必要です。

子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)

支給要件フローチャート

※申請が必要かの目安としてご確認ください

100.0万円

非課税相当収入限度額(年額)
(給与収入においての参考金額)

※16歳未満扶養親族・控除対象の配偶者も人数に含めてください。
※扶養親族が0人または1人の場合で税法上の｢障害者、未成年者、寡婦、ひと
り親｣控除に該当するときは、非課税所得限度額は135万円となります。

136万円2人

1人

255.7万円171万円

5人

3人

305.7万円

0人

206万円4人

申請者の税法上の
扶養親族の数

非課税所得限度額表

241万円

101万円

45万円

非課税所得限度額
(年額)

205.7万円

355.7万円

156.0万円

▲焼夷
しょうい

弾
だん

の2／3スケールの模型




